
根室市議会 産業経済常任委員会

市内視察などの活動報告

10月26日、根室市議会産業経済常任委員

会(遠藤輝宣委員長)は、市内のｼｶ肉加工販売業

の有限会社｢ユック｣を視察しました。

その後、現在根室市で進められている｢中小

企業振興基本条例｣の改定や新たに策定する

｢産業振興ﾋﾞｼﾞｮﾝ｣と｢ｴﾈﾙｷﾞｰﾋﾞｼﾞｮﾝ」の概要、

そして水道料金の収納などの管理業務を外部

委託することについて、市の担当課から説明を

うけました。

養鹿場(ようろくじょう)を倍に拡張

有限会社「ユック」
ｴｿﾞｼｶの食肉加工業を営む「ユック」は冬場

の捕獲率が増加していることから、今年度、西

和田にある養鹿施設を、国有林を借用するなど

して既存15㌶から倍の30㌶に拡大しました。

これにより養鹿頭数も倍の200頭に拡大され

るそうです。

同社では冬に囲いワナで捕獲したｴｿﾞｼｶを

12月の出荷まで施設内で飼育します。

今回拡充した利用地のうち海側の社有地で

は草地改良を行っており、見た目はまるで牧草

地のようです。夏の間はここにｼｶを放牧します。

より自然な状態で飼育でき、かつ草を食べるこ

とで飼育ｺｽﾄの削減にもなるそうです。

社長さんの説明によるとｴｿﾞｼｶ肉は近年本州

で需要が伸びており、同社では東京・大阪・名

古屋などにしっかりとした販路を確保してい

るとのことでした。

今回は国の交付金を活用した事業でもあり

新規2名の雇用がうまれています。今後のｴｿﾞ

ｼｶのさらなる有効活用が期待されています。

中小企業振興基本条例の改正
中小企業の振興と地域経済の発展を図るこ

とを目的とした「根室市中小企業振興基本条

例」は、2015年3月議会で制定されました。

ただし市行政から条例が提案された 2014

年 12 月議会から継続して条例審議を行った

市議会の産業経済常任委員会から、『小規模企

業振興基本法など関連法の趣旨や具体的な施

策が充分に活かされるような調査審議を行い、

一定の時期までに見直しなどの処置が講ぜられ

るよう要望する』という附帯決議が付せられま

した。

これにもとづき市は、中

小企業振興審議会の議論を

経て、『小規模企業者へ配

慮するよう努める』という条

文等を追加した条例改正を

行う作業を進めているとこ

ろです。

根室市産業振興ﾋﾞｼﾞｮﾝの策定
根室市では、中小企業振興基本条例にもと

づき「今後の産業振興の基本方向や推進する施

策を明確にする」ための施策体系を示す産業振

興ﾋﾞｼﾞｮﾝの策定作業が進められています。

仮題の段階ですが、基本理念として「地域資

源の活用による自立型地域経済の実現～地域

力強化による産業発展と雇用の創出～」を掲げ

ています。この基本理念の実現にむけて、

①「人」後継者対策と雇用の確保

②「生産」産業基盤の強化と育成」

③「流通」域内経済循環の推進と域外所得の

拡大、

④「交流」国際拠点都市機能の形成

という産業活性化に重要な 4 つのﾃｰﾏを定め、

それぞれ取り組みを推進する、とされています。

市の説明では今年度中に取りまとめるとし

ています。疲弊する地域経済状況に対して少し

でも早く将来展望を示していくことは大切で

す。しかし現在は難しいことにﾛｼｱ 200 海里

内のｻｹﾏｽ流し網漁の禁止やTPPなどさまざま

地域経済に大きな影響を与える事態に直面し

ています。この先10年の根室の産業振興の柱

となるﾋﾞｼﾞｮﾝだけに、策定にあたって、これら

の影響や対策をふまえた内容にしていく必要

があるのではないでしょうか。

根室市ｴﾈﾙｷﾞー ﾋﾞｼﾞｮﾝの策定
ｴﾈﾙｷﾞｰ政策はこれまでは主に国が行うもの

でしたが、3.11以降原発に依存しないｴﾈﾙｷﾞｰ

対策をどのようにすすめるのか、各地域でそれ

ぞれの方策が模索され続けられています。

そしていま多くの自治体では「地域の特性に

適した新ｴﾈﾙｷﾞｰの将来像や導入目標を示したｴ

ﾈﾙｷﾞｰﾋﾞｼﾞｮﾝ」が策定されてきています。根室

市でもその策定にむけて取り組むことが、第9

期根室市総合計画で掲げられました。

市のﾋﾞｼﾞｮﾝでは目標を「再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰを

活用し、自然と共生する環境にやさしいまち」と

しています。さらに策定にあたって「多様な再

生可能ｴﾈﾙｷﾞｰの導入に向けた事業で、産業や

まちを活性化」など５つの視点(将来像)を掲げ

ています。今後具体的には外部委員会を開催し、

市民ｱﾝｹｰﾄにも取り組みながら、来年3月の策

定を目指しているそうです。

前記の目標にある「自然と共生」ですが、根

室の恵まれた自然環境と再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ発電

施設の建設という「開発行為」をどう共存させ

るのか、市行政として地域としてしっかりした

考えをまとめていくことが大きな課題になる

と考えられます。その他に省ｴﾈﾙｷﾞｰの推進とい

う観点でも従来の計画からさらに前進させて

いく必要があると考えます。

水道の料金窓口など管理業務を

一括して外部委託へ
市の水道事業会計は、人口減や地域産業低迷

から料金収入の低下や将来的な維持管理費増

が見込まれる中、赤字の状態が続いています。

市ではこれまでの人員の削減など経費抑制

対策を進めてきましたが、今春に作成した「根

室市水道ﾋﾞｼﾞｮﾝ」では、さらなる対策として上

水道事業と簡易水道事業の統合、水道施設のﾀﾞ

ｳﾝｻｲｼﾞﾝｸﾞ、ｺﾝﾋﾞﾆ収納の実施、料金窓口の委託

などを掲げています。

今回、委員協議会では来年度 4 月から行う

予定の料金窓口の委託について説明を受けま

した。委託内容は窓口業務だけでなく水道ﾒｰﾀ

ｰの検針や施設巡回点検、異常水量(漏水)調査

などを一体的な管理業務として委託します。

現状の水道事業の経営のまま続けば、水道料

金の値上げとして、市民負担がさらに大きくな

ることが予想されます。市としては負担増を市

民に頼る前に、できる対策は全てやっていこう

という姿勢です。

ただし料金の徴収や未収金管理、滞納整理な

どは、生活困窮への対応や高齢者の孤立死の発

見など、市民生活に密着した業務でもあります。

こうした部分については例え委託になったとし

ても、充分に注意しながら対応していくことが

必要と考えます。

マイナンバーの通知ｶｰﾄﾞ

取扱いにご注意を！
11 月 10 日から根室市でもマイナンバーの通

知ｶｰﾄﾞが送付され始めました。

個人情報につながる番号ですので、紛失した

り、他人に番号を知らせたりすることのないよう

取扱いには十分ご注意ください。

また今回送付された通知ｶｰﾄﾞと一緒に「個人番

号ｶｰﾄﾞ」というモノの申し込みの返信用封筒が同

封されています。しかし現時点で根室市ではこ

の「個人番号ｶｰﾄﾞ」が必要な場面はほとんどあり

ません。ｶｰﾄﾞを持つことで逆に盗難に遭うなどの

危険もあり、特に必要ない方は、あらためて申し

込み等はしないほうが安全と考えます。
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